
歯血液事業の基本方針
血液法の基本理念に基づきriL下の基本的な方向が示されていますo

血液の採取1製造.供給から倖用に至るまでの安全性の更なる向上o

倫理性,国際的公平性の観点から.国内で億用される血液製剤が.

簾則として俸内献血により得られた血液を原料として製造される体制の整億o

J匿療の需要に的確に応えられる安定供給体制の整億o

献血血液が貴重なものであること及ぴ感染リスクから,適正倭用を推進するo

ー献血者の善意に応え,国民の王里解と協力を得られるような情報公関D

鱒血液事業と血液法

C,安全性の向上

仁Lr安定供拾の硬保

u適正便用の椎逢

L-r,血液の利用の適正

口献血者等の俣塾

国民の保健衛生向上

安全性の向上

献血による園内自綜の原則

安定供給の確俣

適正使用の推進

公正の柁保と透明性の向上

t固
安全性向上一安定供給確俣に開する
基本的勝合的施熊の策定.窮薙
献血に開する国民の教育及ぴ酵発
適正便用の推逸に開する施韓の弟定及ぴ葉施

t地方公共団体
献血に開する住民の理解
献血邑入を円滑にするための終匿

中採血郡X者
献血責入の推進.安全性向上.安定供給確俣ヘ
の協jL献血者等の俣担

中製造娠売ミ笠者等
安全な血液製剤の安定的,適切な供給.
賢全性向上のための技術開発と偶報収集.援供

ヰ医療釦撚者
適正な便用.安全性に開する偶報収典-提供

SAJ血渠分画製剤の表示について
血策分画製剤には以下の表示がなされていますo この襲示は,製剤を使用する

患者さんやご森族の方などに選択の機会を提供するためのものですo

r献血Jとは. r白発的な無償供血Jを憲昧しますo

白発的な無償供血とは.供血者が血液.血襲,その他の血液成分を自らの悪思で捷供し,

かつそれに対して.金銭または金銭の代儲と見なされる物の支払いを受lナなし.1ことをいう.

この支払いには休暗も含まれるが.供血及ぴ移動のために合理的に必要とされる休矧ま含まれない.

少藍の物E,tjEh軽い飲食物や交通に要した実費の支払いEL 日発的な頼償供血と矛盾しない.
く
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採血されたことが

確認できるか

紅原料となる血液の探血国と献血又は非献血の区別が表示されていますが.

安全性の優劣を示すものではありませんo

表示例
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